
 
 

第１９回 肝炎対策推進協議会 

 平成２９年３月１日 

 

資料４－２ 

肝炎医療コーディネーターの通知の骨子案 

 

平成２８年６月３０日付けで改定された「肝炎対策の推進に関する基本指針」（平成２

８年厚生労働省告示第２７８号）第５（２）イにおいて、「肝炎医療コーディネーターの基

本的な役割や活動内容等について、国が示す考え方を踏まえ、都道府県等においてこれら

を明確にした上で育成を進めることが重要である」とされたことを受けて、この度、別紙

のとおり「肝炎医療コーディネーターについての考え方」を作成した。 

各都道府県におかれては、別紙を参考にして、下記のとおり、肝炎医療コーディネータ

ーに係る要綱等を作成し、肝炎医療コーディネーターの養成及び活用を図られたい（地方

自治法に基づく技術的助言）。 

  

記 

 

各都道府県は、各都道府県で策定した肝炎対策に係る計画等を踏まえ、肝炎医療コーデ

ィネーターに関し、以下の事項を要綱等で明確にする。 

肝炎医療コーディネーターの役割や活動内容については、必要に応じ、管内市区町村、

肝疾患診療連携拠点病院をはじめとした医療関係者、肝炎患者等の意見を聴いて、各都道

府県の肝疾患診療体制の実情に応じたものとなるように工夫されたい。また、今後の肝炎

対策や肝炎医療の進展、各都道府県における肝炎医療コーディネーターの養成や活用の状

況を踏まえ、適宜見直しを行うように配慮されたい。 

なお、肝炎医療コーディネーターの名称については、各都道府県で独自の名称を付けて

も差し支えないが、厚生労働省としては、肝炎患者や肝炎ウイルス検査陽性者等が適切な

肝炎医療や支援を受けられるように、医療機関、行政機関その他の地域や職域の関係者を

つなぎ、「受検」、「受診」、「受療」と「フォローアップ」が円滑に行われるように橋渡しす

る役割を期待して、肝炎医療コーディネーターという名称としていることに留意されたい。 

 

１．基本的な考え方、目的等 

別紙の１．基本的な考え方及び２．肝炎医療コーディネーターを配置する目的及び意

義を参考にして、各都道府県の肝炎対策の推進に資する内容で、肝炎医療コーディネー

ターを養成及び活用する基本的な考え方や目的等を明記する。 

 

２．基本的な役割及び活動内容 

別紙の３．肝炎医療コーディネーターの基本的な役割及び活動内容等を参考にして、

各都道府県が定める目的に即した肝炎医療コーディネーターの基本的な役割や具体的

な活動内容等を記載する。この際、肝炎医療コーディネーターの配置場所や職種に応じ



 

 

た活動内容を具体的に提示するとともに、肝炎医療コーディネーターの連携を促進する

ことや肝炎医療コーディネーターの活動状況を把握することを検討し、その方法につい

ても記載することが望ましい。 

 

３．肝炎医療コーディネーターの配置場所 

別紙の４．肝炎医療コーディネーターの配置場所の目安を参考にして、各都道府県に

おいて、肝炎医療コーディネーターを配置する場所や配置の方針又は目標等を記載する

ことが望ましい。 

 

４．養成及び技能向上（スキルアップ）の方法 

別紙の５．肝炎医療コーディネーターの養成及び６．肝炎医療コーディネーターの技

能向上（スキルアップ）を参考にして、肝炎医療コーディネーターの養成の方法（養成

に必要とされる研修内容（習得すべき基本的知識・情報の内容）、研修時間等）及び技

能向上（スキルアップ）の方法（研修、情報提供等）を明記する。この際、一定の知識

等が習得されていることを確認するため、試験等による肝炎医療コーディネーターの認

定方法を検討し、記載することが望ましい。 

 

５．その他 

上記のほか、別紙の７．肝炎医療コーディネーターの活動の周知などを参考にして、

肝炎医療コーディネーターの養成に当たって各都道府県が必要と考える事項として、例

えば、肝炎医療コーディネーターの活動の周知、都道府県内での関係者の協力体制の構

築、患者団体との協力などを行うことを検討し、その方法についても記載することが望

ましい。 

  



 

 

別紙 

 

肝炎医療コーディネーターについての考え方 

 

１．基本的な考え方 

○ 平成２３年度の肝炎検査受検状況の実態調査では、肝炎ウイルス検査を受検したこ

とがある者は国民の５０％程度と推定され、しかも、自覚的に受検した者は１７％程

度に留まっている。また、平成２６年度の厚生労働科学研究で、肝炎ウイルス検査の

結果が陽性であったにもかかわらず、医療機関に継続受診していない者が５３万人～

１２０万人いると推計されている。 

○ 平成２８年６月に改正された肝炎対策基本指針では、肝硬変又は肝がんへの移行者

を減らすことを肝炎対策全体の目標に掲げた。この目標を達成するためには、住民や

関係者に肝炎への基本的な理解を広め、肝炎ウイルス検査の受検を促すこと（受検）、

検査で陽性となった者が速やかに肝疾患に関する専門医療機関（以下「専門医療機関」

という。）を受診すること（受診）、適切な診療を継続して受けること（受療）が重要

であり、また、行政や医療機関が陽性者や患者の状況を把握して、必要な情報提供、

受診や受療の勧奨等を行うこと（フォローアップ）が必要である。 

○ このような「受検」、「受診」、「受療」と「フォローアップ」が促進され、肝炎患者

やその家族への支援が適切に行われるようにするため、肝炎医療コーディネーターは、

その配置場所や職種などに応じて、肝炎に関する基礎的な知識や情報を提供し、地域

や職域における肝炎への理解の浸透、肝炎患者やその家族からの相談に対する助言、

行政や肝疾患診療連携拠点病院（以下「拠点病院」という。）などの相談窓口の案内、

肝炎ウイルス検査の受検の勧奨、陽性者等に対する専門医療機関の受診の勧奨、医療

費助成などの制度の説明を行うなど、都道府県が肝炎対策の計画内容に応じて養成及

び活用を図るものとする。 

○ また、都道府県は、拠点病院や管内市町村等と相互に協力して、肝炎医療コーディ

ネーターの活動支援、技能向上（スキルアップ）、連携の強化などについて主導的な

役割を果たすことが求められる。 

 

２．肝炎医療コーディネーターを配置する目的及び意義 

○ 肝炎に関する知識を有する肝炎医療コーディネーターを医療機関や保健所をはじ

めとして身近な地域や職域に配置することにより、肝炎患者やその家族等への情報提

供などの支援をきめ細かく行えるとともに、肝炎への理解を社会に広げる基盤が醸成

されることが期待される。 

○ 肝炎ウイルス検査の受検、検査の陽性者や肝炎患者の専門医療機関への受診や受療



 

 

を促進するためには、かかりつけ医や保健師といった専門職、地域や職域の身近な人

たちによる働きかけが重要だと考えられている。肝炎医療コーディネーターが、その

役割を担って住民や肝炎患者などに直接働きかけるとともに、様々な機関に配置され

た肝炎医療コーディネーターが相互に連携して、専門医療機関、行政機関などへ橋渡

ししていくことにより、「受検」、「受診」、「受療」と「フォローアップ」が円滑に進

むようになり、肝硬変や肝がんへの移行を予防又は遅延させることが期待される。 

○ さらに、身近な地域や職域で肝炎医療コーディネーターが活動し、肝炎への理解を

社会に広げる基盤が醸成されることにより、肝炎患者への差別や偏見の解消に繋がる

ことも期待される。差別や偏見により、「受検」、「受診」、「受療」と「フォローアッ

プ」が妨げられないようにするという視点を持つことも重要である。 

 

３．肝炎医療コーディネーターの基本的な役割及び活動内容等 

（１）基本的な役割及び活動内容 

 ○ 肝炎医療コーディネーターには様々な役割が考えられるが、肝炎医療コーディネー

ターの配置場所や職種などに応じて、「受検」、「受診」、「受療」と「フォローアップ」

の流れの中で役割分担と連携を行うものであることを考慮して活動内容を考えること

が大切であり、必要と考えられる主な活動内容の例は以下のとおりである。これらの

例を参考にして、各都道府県で、肝炎患者や医療関係者などの意見を聴いて、具体的

な活動内容を設定されたい。配置場所や職種などに応じて異なる名称を付けることや

研修の内容を変えることも差し支えない。 

① 拠点病院その他の医療機関及び検診機関に配置された肝炎医療コーディネーター 

（医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師、医療ソーシャルワーカーを

はじめとする医療従事者や医療機関職員等） 

ア 基本的な役割 

肝炎患者や肝炎ウイルス検査陽性者が安心して医療を受けられるように、主に

保健医療や生活に関する情報提供や相談支援、フォローアップなどを行うととも

に、行政や職場などとの連携の窓口となる。 

イ 具体的な活動内容の例 

・ 肝炎医療に係る情報、知識等の説明、肝炎ウイルス検査の受検案内 

・ 肝炎ウイルス検査陽性者への受診勧奨、専門医療機関との診療連携 

・ 抗ウイルス治療後も含めた継続受診の重要性（ウイルス排除後も発がんリス

クがあることなど）の説明 

・ 肝炎患者やその家族への生活面での助言、服薬や栄養の指導 

・ 定期検査費や医療費の助成、身体障害者手帳等の制度や行政窓口の案内 

・ C型肝炎訴訟やB型肝炎訴訟に関する窓口案内 



 

 

・ 仕事や育児と治療の両立支援相談に関する窓口案内 

・ 医療機関職員向けの勉強会の開催 

・ 拠点病院などで実施する肝臓病教室や患者サロンなどへの参加 

・ 地域や職域における啓発行事への参加、啓発行事の周知 

② 保健所や市町村に配置された肝炎医療コーディネーター 

  （保健師その他の保健医療関係職種、行政職員等） 

   ア 基本的な役割 

肝炎対策全般についての普及啓発や情報提供を行い、拠点病院その他の地域や

職域の関係機関と連携して、受検、受診、受療を促進するとともに、行政による

フォローアップに従事する。 

イ 具体的な活動内容の例 

・ 肝炎に係る基本的知識の説明、肝炎ウイルス検査の受検勧奨 

    ・ 肝炎ウイルス検査が受けられる医療機関、検診機関の紹介 

・ 拠点病院や肝疾患相談支援センター、専門医療機関の紹介 

    ・ 肝炎ウイルス検査陽性者に対する受診勧奨及びフォローアップ事業の案内・

実施 

・ 定期検査費や医療費の助成、身体障害者手帳等の制度の案内 

・ B型肝炎ワクチン定期接種の説明・案内や感染予防に関する啓発・指導 

・ C型肝炎訴訟やＢ型肝炎訴訟に関する窓口案内 

・ 仕事や育児と治療の両立支援相談に関する窓口案内 

・ 地域や職域における啓発行事への参加、啓発行事の周知 

③ 民間企業や医療保険者など職域に配置された肝炎医療コーディネーター 

（健康管理担当者、人事労務担当者、社会保険労務士など） 

ア 基本的な役割 

職域における肝炎ウイルス検査の受検を促進するとともに、肝炎患者が治療と

仕事を両立しやすい職場環境の形成に努める。 

イ 具体的な活動内容の例 

・ 事業主、管理・人事部門への肝炎に関する情報提供 

    ・ 従業員等への肝炎の基本的知識に関する啓発 

・ 肝炎ウイルス検査の受検案内、相談受付先の案内等 

・ 肝炎患者が治療を受けながら仕事を続けるための助言や職域と患者の就労配

慮等（相談窓口の案内等） 

・ 拠点病院に設置される肝疾患相談支援センターなどの相談支援窓口の紹介 

・ 定期検査費や医療費の助成、身体障害者手帳等の制度や行政窓口の案内 

・ 地域や職域における啓発行事への参加、啓発行事の周知 



 

 

  ④ 上記以外に配置された肝炎医療コーディネーター 

    （患者会会員、薬局や障害福祉・介護事業所の職員、自治会会員など） 

ア 基本的な役割 

身近な地域の中で普及啓発を行うとともに、肝炎患者やその家族などの相談を

受けて医療機関や行政機関への繋ぎ役となる。 

イ 具体的な活動内容の例 

   ・ 住民、入所者等への肝炎の基本的な知識に関する啓発 

    ・ 肝炎ウイルス検査の受検案内、相談受付先の案内等 

    ・ 肝炎に関する情報の入手先の案内 

・ 地域や職域における啓発行事への参加、啓発行事の周知 

 ○ 上記に例示された肝炎医療コーディネーターの活動には、それぞれの医療職種や行

政職員としての本来業務、本来業務に付随又は関連する業務、本来業務とは直接の関

係なく自主的に行う活動などが含まれている。先ずは、本来業務において肝炎の知識

を十分に活かした患者支援を行うことが大切である。 

○ 肝炎医療コーディネーターの中には、医療職種や行政職員など法令上の守秘義務が

課されている者と守秘義務のない者がいる。守秘義務のない肝炎医療コーディネータ

ーの役割は、一般的な普及啓発等が中心となることに留意されたい。肝炎医療コーデ

ィネーターが知り得た個人情報については、その取扱いに十分配慮するように研修を

行うこと。 

（２）連携の促進 

○ 各都道府県においては、肝炎医療コーディネーターが、自身が所属する機関以外の

肝炎医療コーディネーターと必要に応じて連携できるように、関係者の間で肝炎医療

コーディネーターの名簿を共有すること、研修等の機会に連携の意義や方法を説明す

ること、肝炎医療コーディネーターの交流や情報交換の機会を設けることなどの工夫

をされたい。 

（３）活動状況の把握 

○ 各都道府県においては、肝炎医療コーディネーターが配置されている保健所、市町

村、拠点病院、専門医療機関その他の機関から定期的に報告を求めるなどして、肝炎

医療コーディネーターの活動状況を把握するように努め、肝炎医療コーディネーター

の活動支援や技能向上（スキルアップ）に活用することが望ましい。 

 

４．肝炎医療コーディネーターの配置場所の目安 

 ○ 各都道府県の拠点病院及び専門医療機関、保健所及び市町村の肝炎対策担当部署に

肝炎医療コーディネーターを配置するよう努めること。 

 ○ このほか、各都道府県における肝炎患者やその家族の利便性、地域や職域での普及



 

 

啓発の取組、肝疾患診療連携体制の在り方などを考慮し、拠点病院及び専門医療機関

以外の医療機関、検診機関、薬局、障害福祉・介護事業所、民間の企業や団体、医療

保険者、患者団体など、身近な地域や職域に肝炎医療コーディネーターを配置するこ

とが望ましい。 

○ なお、医療機関については、肝炎の治療を行う医療機関だけでなく、かかりつけ医

と専門医との連携を促進する観点から、その他の診療科（例えば、治療等の前や妊娠

時に肝炎ウイルス検査を実施することが多い眼科、整形外科、産科など）にも配置す

ることが望ましい。 

○ 上記を参考としつつ、各都道府県の実情に応じて、肝炎医療コーディネーターの配

置の方針又は目標等を示すとともに、配置状況を定期的に確認し、均てん化を目指す

ことが望ましい。 

 

５．肝炎医療コーディネーターの養成 

（１）対象者 

 ○ 肝炎医療コーディネーターは、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師、

医療ソーシャルワーカーその他の保健医療関係職種、都道府県や市町村の職員（保健

師など）、民間の企業や団体の健康管理担当者（産業医、衛生管理者など）などが参加

すると想定されるが、資格や経験について要件を設ける必要はない。 

○ なお、肝炎患者やその家族が肝炎医療コーディネーターとなり、当事者の視点で支

援にあたることも有意義と考えられる。 

（２）内容 

○ 肝炎医療コーディネーターの研修内容（習得事項）として考えられるものは、概ね

以下の通り。なお、地域の実情に応じて、職種や活動内容により柔軟に設定して良い

ものとし、研修のカリキュラムにおいては、①から⑤までの各項目を統合、分割等し

ても構わないものとする。 

① 肝炎医療コーディネーターに期待される役割、心構え 

・ きめ細かな情報提供や助言を行うように心がけるとともに、関係機関への橋渡

し役になるという意識を持てるようにする。 

・ 各都道府県の肝炎対策の目標、各都道府県における「受検」、「受診」、「受療」

と「フォローアップ」の流れの全体像を把握した上で、配置場所や職種などに応

じて果たすべき役割や連携の方法を理解し、意識を高めるようにする。 

・ 肝炎医療コーディネーターには、患者等の気持ちを理解し、寄り添う姿勢と技

能を持つことが不可欠である。患者の権利擁護、差別や偏見の防止とともに、個

人情報の取扱いについても理解する。必要に応じ、患者やその家族の話を直接聞

く機会を設けることなども検討されたい。 



 

 

  ② 肝疾患の基本的な知識 

・ Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎、非アルコール性脂肪肝炎（ＮＡＳＨ）、肝硬変、肝がんな

どの肝疾患について、感染予防法、病態、検査（肝炎ウイルス検査や肝機能検査

の見方など）や治療法などの基本的な知識を習得する。 

 ③ 各都道府県の肝炎対策 

・ 各都道府県の肝炎対策の計画と目標。また、その背景として、可能な範囲で各

都道府県の疫学（患者数の動向等）、地域の特性や課題についても学習する。 

・ Ｂ型肝炎ワクチン定期接種、肝炎ウイルス検査の実施体制（市町村含む）、初回

精密検査費、定期検査費や医療費の助成などの患者支援施策、Ｂ型肝炎特措法や

C型肝炎救済特措法の相談窓口など肝炎対策全般について理解する。 

・ 併せて、高額療養費制度、障害者施策、治療と仕事の両立のための職場制度（休

暇・休職制度や患者に配慮した短時間勤務などの制度等などについても基本的な

知識を習得する。 

 ④ 地域の肝疾患診療連携体制 

・ 都道府県内の拠点病院（肝疾患相談支援センター）、専門医療機関の役割や配置

状況、かかりつけ医との連携の在り方などを学習する。 

 ⑤ 肝炎医療コーディネーターの具体的な活動事例 

・ 肝炎医療コーディネーターとして活動している者の体験談などを通じて、実際

に現場で肝炎医療コーディネーターが遭遇している事例について実践的に学び、

臨機応変に対応できる能力を身につけることが望ましい。 

・ 受検や受診の勧奨、肝炎患者やその家族への相談支援、肝臓病教室や患者サロ

ンでの対応等の具体的な方法を習得する。 

（３）肝炎医療コーディネーターの認定方法 

 ○ 都道府県又は都道府県より委託された拠点病院等で基本的知識や各種情報の習得に

係る研修などを行い、試験などにより習得状況の確認を行うことが望ましい。なお、

活動場所や活動内容によって習得を求められる内容は異なるので、都道府県及び都道

府県より委託された拠点病院等で協議し対応のこと。なお、研修等修了者には、修了

証や認定証等を交付し、またバッジなどの表示に関する工夫も検討する。 

○ また、肝炎医療コーディネーターの認定を定期的に更新することや、リーダー的な

コーディネーターなど役割等に応じた上位の資格を設けることについても、適宜検討

されたい。 

（４）活動支援 

○ 都道府県は、肝炎医療コーディネーターの名簿を作成し、厳重に管理する。名簿に

ついては、個人情報の取扱に配慮しつつ、本人の了解を得て、管内市町村、専門医療

機関、肝炎医療コーディネーター相互などで共有することも検討されたい。 



 

 

○ 都道府県（保健所等）、都道府県から委託を受けた拠点病院は、肝炎医療コーディ

ネーターの活動を支援するため、情報の提供、活動の案内、相談や助言、研修などで

主導的な役割を果たすとともに、肝炎医療コーディネーター相互の連携や肝臓専門医

などとの協力が図られるように配慮すること。 

○ 肝炎医療コーディネーターが所属している機関が、組織として、肝炎医療コーディ

ネーターの活動を理解し、支えることが重要であることから、都道府県等は、所属機

関の理解を得られるように努めること。 

○ 肝炎医療コーディネーターの養成や活動に際しては、厚生労働省や肝炎情報センタ

ーのＨＰに掲載されている各種資料や感染予防ガイドラインなどの資材、肝炎対策推

進協議会の資料等を適宜活用されたい。肝炎情報センターでは、全国の肝炎医療コー

ディネーターの取組や活動支援の事例などを共有し、提供することとしているので、

参照されたい。 

 

６．肝炎医療コーディネーターの技能向上（スキルアップ） 

（１）対象者 

○ 肝炎医療コーディネーター養成研修の修了証又は認定証等を授与された者。なお、

都道府県の判断により、それ以外の肝炎医療に携わる者等を対象にしても差し支えな

い。 

（２）内容の例 

○ 各都道府県又は都道府県から委託を受けた拠点病院等は、以下の内容について、研

修会や情報交換会を開催すること、文書やインターネットを活用した情報提供を行う

ことなどにより、肝炎医療コーディネーターの継続的な技能向上（スキルアップ）を

図るように努めること。 

① 肝炎医療に関する専門的な知識や最新の医療内容、肝炎に係る制度や施策の動向

（上記５（２）と比べて、より専門性の高い内容や最新の情報とするなどの区別を

すること） 

② 肝炎医療コーディネーター相互の好事例や工夫に関する情報交換、「受検」、「受診」、

「受療」と「フォローアップ」が円滑に進むように肝炎医療コーディネーターが連

携していくための交流機会の提供 

③ 患者団体の活動への参加など、肝炎患者やその家族の立場や考えに触れる機会の

提供 

 

７．肝炎医療コーディネーターの活動の周知 

 ○ 肝炎医療コーディネーターの活動内容が、肝炎患者やその家族、医療機関、民間の

企業や団体、地域住民に広く知られ、活動への理解が図られるように、都道府県や拠



 

 

点病院のホームページ及び広報誌などで、周知を図ること。 

○ また、肝炎医療コーディネーターが配置されている医療機関、行政機関などのリス

トを作成して公表することや、これらの場所に肝炎医療コーディネーターが配置され

ている旨の掲示を行うことなども検討されたい。 

○ 肝炎医療コーディネーターは、地域住民や肝炎患者やその家族などに肝炎医療コー

ディネーターと判るようにバッジなどを活用し、周知を図ることも検討されたい。 


